
                               

                               

 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
工
事
実
施
者 

固
定
資
産
税
が
減
額 

 

▼
対
象
／
平
成
19
年
１
月
１
日

に
既
存
す
る
住
宅
で
、
平
成
19
年

４
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
一
定
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
が
行
わ
れ
た
住
宅 

▼
減
額
率
／
改
修
し
た
翌
年
度
分

の
税
額
を
３
分
の
１
減
額 

▼
条
件
／
次
の
い
ず
れ
か
の
方
が

居
住
す
る
住
宅 

①
65
歳
以
上
の
方 

②
要
介
護
認
定
又
は
要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
方 

③
障
碍
者 

▼
工
事
要
件
／
次
の
工
事
で
補
助

金
や
介
護
保
険
を
除
く
自
己
負
担

が
30
万
円
以
上
の
も
の 

①
廊
下
の
拡
幅 

②
階
段
の
勾
配
の
緩
和 

③
浴
室
の
改
良 

④
便
所
の
改
良 

⑤
手
す
り
の
取
付
け 

⑥
床
の
段
差
の
解
消 

⑦
引
き
戸
へ
の
取
替
え 

⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化 

▼
申
請
／
バ
リ
ア
フ
リ
ー
工
事
を

実
施
さ
れ
た
方
は
、
工
事
後
３
ヶ

月
以
内
に
工
事
明
細
書
、
写
真
等

を
添
付
し
舟
形
町
役
場
町
民
課
ま

で
申
請
し
て
下
さ
い
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
役
場
町
民
課
税
務
国
保
班 

☎(

32)

２
１
１
１(

内
線
354) 

 

日
本
画
愛
好
会
々
員
募
集 

 

▼
日
時
／
毎
月
第
１
、
３
金
曜
日 

 

                    

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時 

▼
年
会
費
／
３
，
０
０
０
円
、 

画
材
５
，
０
０
０
円
前
後 

▼
講
師
／
佐
藤
幸
男
氏
（
長
沢
１
、

県
美
連
会
員
） 

▼
そ
の
他
／
用
具
に
つ
い
て
は
、

講
師
の
先
生
が
準
備
し
ま
す
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

ま
ち
づ
く
り
課
東
部
班 

☎(

33)

２
５
５
６ 

                     

Ｎｏ．２２６

平成１９年

４月２７日号

旬の食材：ミツバ 

お吸い物や茶碗蒸しなど、和風料理に香りを運ぶミツ

バ。香りが飛ばないよう食べる直前に切るとよい。 

緑の募金のお願い 
 
例年ご協力いただいております「緑の募金運動」を今年度も実施

することになりました。この募金は、緑化活動や森林整備に活用さ

れています。つきましては、皆様のご協力をお願いいたします。 

▼募金期間／４月２７日（金）～５月１１日（金） 

▼募金の目安／１戸あたり１００円程度 

▼問い合わせ／舟形町役場振興課農業観光班 

☎（３２）２１１１（内線４２４） 

児童手当制度が拡充（平成１９年度～） 
 
３歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、出生順位に

かかわらず一律月１万円となります。拡充後の最初の支給月は６月

です。変更点は次のとおりです。 

＜０～２歳の児童の養育者に対する児童手当（月額）＞ 

第１､２子   ５,０００円 → １０,０００円 

第３子   １０,０００円 → １０,０００円 

＜問い合わせ＞ 

舟形町役場町民課福祉班 ☎（３２）２１１１（内線３４２）



                               

     

再
就
職
支
援
を
支
援 

キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ 

 

▼
日
時
／
５
月
12
日(

土) 

午
後

３
時
〜
午
後
５
時 

▼
場
所
／
遊
学
館(

山
形
市) 

▼
内
容
／
専
門
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

に
よ
る
１
対
１
の
相
談
会 

▼
定
員
／
６
名(
先
着
順) 

▼
料
金
／
無
料 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー 

☎
０
２
３(

６
２
９)

７
７
５
１ 

 

調
停
相
談
会(

無
料) 

 

▼
日
時
／
５
月
８
日(

火) 

午
前

10
時
〜
午
後
３
時 

▼
場
所
／
ゆ
め
り
あ 

▼
相
談
内
容
／
金
銭
貸
借
、
土
地

建
物
、
交
通
事
故
、
相
続
等 

▼
相
談
員
／
新
庄
調
停
協
会
、
民

事
・
家
事
調
停
委
員 

▼
問
い
合
わ
せ
／
新
庄
調
停
協
会 

☎(

22)

０
２
６
５ 

 

農
大
で
果
樹
入
門
研
修 

 

▼
期
間
／
５
月
〜
１
月
ま
で 

▼
内
容
／
講
義
８
回
、
剪
定
講
習

２
回 

▼
応
募
資
格
／
果
樹
を
栽
培
し
て

い
る
兼
業
農
家
又
は
就
農
初
期
段

階
の
果
樹
農
家
。 

▼
参
加
料
／
無
料 

▼
定
員
／
20
名(

先
着
順) 

▼
〆
切
／
５
月
10
日(

木) 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
立
農
業
大
学
校 

☎(

22)

８
７
９
４ 

      
16

mm
映
写
機
操
作
講
習
会 

 

▼
日
時
／
５
月
24
日(

木) 

午
後

２
時
〜 

▼
場
所
／
最
上
広
域
教
育
研
修
セ

ン
タ
ー 

▼
参
加
料
／
４
０
０
円(

テ
キ
ス

ト
代) 

▼
〆
切
／
５
月
17
日(

木) 
▼
そ
の
他
／
講
習
会
を
終
了
さ
れ

た
方
に
は
16

mm
映
画
貸
出
許
可

証
を
授
与
し
ま
す
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
広
域
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー 

☎(

22)

１
０
３
３ 

 

防
火
管
理
者
講
習
会
開
催 

 

▼
日
時
／
６
月
21
日(

木)

〜
22

日(

金) 

両
日
と
も
午
前
９
時
〜 

                  
午
後
４
時 

▼
場
所
／
最
上
広
域
消
防
本
部 

▼
受
験
資
格
／
職
場
に
置
い
て
管

理
、
監
督
的
地
位
に
あ
る
方 

▼
費
用
／
３
，
２
０
０
円 

▼
申
込
み
方
法
／
消
防
署
及
び
各

分
署
に
あ
り
ま
す
申
込
書
に
て
お

申
込
み
下
さ
い
。 

▼
〆
切
／
５
月
31
日(

木) 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
広
域
消
防
本
部
予
防
課 

☎(

22)

７
５
２
１ 

講

演

・

講

座 

お

知

ら

せ

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆様へ 
 
いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、外地等からの引揚者の「ご本人」にあらためて慰

藉の念を表すため、内閣総理大臣名の『特別慰労品』を贈呈しています。 

過去に内閣総理大臣名の書状を受けた方、書状等の請求をしなかった方も対象です。 

請求書は舟形町役場町民課福祉班(☎３２－２１１１(内線３４２))に用意しています。 
 
▼問い合わせ／独立行政法人平和記念事業特別基金 ☎０１２０(２３４)９３３ 

おらが山でも油断は禁物！ 
今年も、山菜採りの季節を迎えようとしています。昨年、県内

で山菜採りに行き、遭難する事故が２３件発生しています。山菜

採りに出かける際は、こんなことに注意しましょう。 

＜出かけるとき＞ 

ひとりで出かけない  

家族に、行き先、帰宅時間を教えておく  

食料、雨具、マッチ、古新聞紙、携帯電話等を持って行く  

＜山では＞ 

目立つ色の服を着る  

熊よけ用の鈴やラジオを鳴らす  

体調の悪い時は無理をしない  

＜道に迷ったら＞ 

むやみに動き回らない  

見晴らしの良いところで、携帯電話で助けを呼ぶ  

古新聞紙などを燃やし、ノロシを上げて助けを呼ぶ  

＜問い合わせ＞ 

山形県警察本部地域課担当 ☎０２３(６２６)０１１０ 


